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会議に付した事件  

 

（議案）  

  議案第７号  杉並区幼稚園教育職員及び杉並区学校教育職員の任免等

について  

  議案第８号  令和６年度杉並区立小中学校の学級編制方針について  

  議案第９号  教育財産の用途廃止について  

  議案第 1 0号  杉並区指定文化財の指定について  

  議案第 1 1号  杉並区教育ビジョン２０２２推進計画改定（案）につ

いて  

  議案第 1 2号  令和６年度杉並区一般会計補正予算（第１号）（区議会

提出議案に関する意見聴取）  

 

（報告事項）  

  （１）公益通報の公表について  

  （２）善福寺川整備工事による施設の損傷に対する和解について  

  （３）杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について  

  （４）区立学校における I C T 推進に関する取組の進捗状況等につい

て  

  （５）杉並区教育委員会と明星大学との教育インターンシップに関わ

る協定締結について  

  （６）「杉並区子ども読書活動推進計画（令和６～８年度）」（案）に

ついて  
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教育長  そ れで は 、定 刻に な りま し たの で、 た だい ま から 令和 ６ 年第 ３

回杉 並 区 教育 委 員 会定 例 会 を開 催 い たし ま す 。本 日 の 会議 に つ いて 事

務局より説明をお願いいたします。  

庶務課長  本日の 議事 録署 名委 員 に つき まし ては 、 教 育長 より 事前 に 久

保田 委員 と のご 指 名が ござ い まし た ので 、 よ ろ しく お 願い いた し ます 。  

本日の議事日程についてでございますが、議案が６件、報告事項６件

を予定しております。  

以上でございます。  

教育長  それ では 、本 日の 議事 に 入 りま すが 、 議 案 第 ７号 につ きま し て

は、人事に関する案件となっており、議案第 1 2号につきましては、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律、第 2 9条の規定に基づく区長

から の 意 見聴 取 案 件と し て 意思 形 成 過程 上 の 案件 と な って お り ます 。

したがいまして議案第７号及び第 1 2号の審議につきましては、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第 1 4条第７項の規定により非公開

としたいと思いますが、異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

それでは異議ございませんので、そのようにいたします。  

それでは、まず他の議案の審議を行いますので、事務局から説明をお

願いいたします。  

庶務課長  それで は日 程第 ２ 、 議 案 第８ 号「 令和 ６ 年 度杉 並区 立小 中 学

校の 学 級 編制 方 針 につ い て 」を 上 程 いし ま す 。学 務 課 長か ら ご 説明 を

申し上げます。  

学務課長  それで は、 私か ら議 案 第 ８号 「令 和６ 年 度 杉並 区立 小中 学 校

の学級編制方針について」ご説明いたします。  

  杉並 区立 小 中 学校 の学 級 編制 は 公立 義務 教 育諸 学 校の 学級 編 制及 び

教職 員 定 数の 標 準 に関 す る 法律 に 基 づき 、 東 京都 教 育 委員 会 が 定め た

基準を標準として、杉並区教育委員会が行うこととしております。  

  東京都の学級編制の基準につきましては、現在小学校では第１学年か

ら第４学年までは１学級 3 5人、第５学年及び第６学年は１学級 4 0人が

基本でございますが、令和６年度におきましては、小学校第５学年の学

級編制の基準は 3 5人に引き下げられる見込みでございます。  

  中学校につきましては第１学年から第３学年まで、１学級 4 0人での

編制が基本でございます。  
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  これに対しまして、杉並区の学級編制としましては、まず小学校につ

きましては議案の１番の（１）のとおり、第１学年から第６学年までを

１学級 3 5人の学級編制といたします。ただし、教室不足などの学校運

営上支障がある場合には、 3 5人の学級編制によらずに編制を行ってま

いります。  

  次に （ ２ ）の 中 学 校に つ い てで す が 、東 京 都 の基 準 と 同様 、 １ 学級

4 0人の学級編制としますが、第１学年につきましては、１学級の平均

生徒数が 3 5人を超える場合には１学級の生徒数の上限を 3 5人として、

学級編制できることとしています。  

  最後に実施の時期につきましては、和６年４月１日としております。  

  議案の朗読は省略させていただきます。私からの説明は以上でござい

ます。  

庶務課長  そ れで は、 ただ いま の 説 明に つき まし て 、 何か ご意 見、 ご 質

問ございましたらお願いいたします。  

久保田委員  関連 して 、こ こに 中学 校の 第１ 学年 にお いて １学 級の 生 徒

数 3 5人を超える場合云々とありますが、これについての考え方という

のは特に何かございますでしょうか。  

  中 学校 １ 年 だけ 限定 で す よね 。 そ れの 意 図 とい う か 、考 え が ある か

と思うのですね。これは都の考え方も含めてだと思うのですが。  

学務課長  これに つき まし ては 、 や はり 中学 校１ 年 生 に上 がっ た 時 の 中

１ギ ャ ッ プの 解 消 です 。 最 初慣 れ な い環 境 で とい う こ とで 、 最 初か ら

4 0人ということではなくて、できるだけきめ細かくということで 3 5人

を超 え る よう な 場 合に は 配 慮が で き るよ う に とい う 形 にし て い ると 考

えております。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。前田委員。  

前田委員  私の認 識が もし かし て 間 違っ てい たら 教 え てい ただ きた い の

ですけれども、東京都は、小学校は１年生から５年生が 3 5人で、６年

生は 4 0人ということだと思うのですけれども、杉並区は６年生も 3 5人

にし て い る、 何 か 同じ よ う に意 図 と いい ま す か、 杉 並 区が こ れ をし て

いる背景を教えていただければと思います。  

学務課長  こちらにつきましては 、やはり 4 0人という人数になってしま

うと 、 大 分１ 学 級 が大 き い 人数 に な って し ま うと い う こと で 、 先ほ ど

と同じような話になってしまうのですけれども、 3 5人ぐらいの人数で
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きめ 細 か く見 て い ける よ う にと い う こと で 考 えて い る とこ ろ で ござ い

ます。  

前田委員  ありが とう ござ いま す 。 そう しま すと ク ラ スの 数が 増え て し

まう可能性もあるということでしょうか。  

学務課長  おっし ゃる とお りで 、 そ の学 年の 人数 に よ って しま うの で 、

4 0人学級を基本としていても、 2 0何人というようなクラスが出てくる

こと も あ りま す し 、そ こ は 必ず 増 え てし ま う とい う こ とで は な いの で

すけれども、やはり 4 0人を基準とすることに比べると、 3 5人を基準に

したほうがクラス数は増えてしまうことはあろうかと思います。  

前田委員  ありが とう ござ いま す 。 基本 的に クラ ス 数 が増 えて 、子 ど も

の人 数 が 少な い ほ うが 先 生 の負 担 も 少な く 、 子ど も た ちも 伸 び 伸び で

きる か な と思 っ て はい る の で 。 た だ 、先 生 の 数が 今 不 足し て い ると こ

ろも あ る と思 い ま すの で 、 子ど も の 学校 を 見 ると 、 先 生の 数 が 足り な

くて 、 習 熟度 の 算 数の 授 業 がで き な いと か 、 家 庭 科 の 先生 が い ない と

か、 い ろ いろ な 話 を伺 っ た りす る の で、 そ の バラ ン ス なの か な と思 い

つつ 、 是 非き め 細 やか な 子 ども た ち の様 子 を 見ら れ る よう な ク ラス 編

制に つ い て、 引 き 続き 検 討 いた だ け ると う れ しい で す 。あ り が とう ご

ざいます。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。  

伊井委員  今後の 児童 数に つい て は 、あ る程 度就 学 時 健診 等々 での 数 字

が出 て い ると 思 い ます が 、 その 辺 り の見 通 し とし て は 現在 の と ころ 、

あま り 変 則的 な と ころ が な いよ う な 感じ で 見 通せ て い るの か ど うか 。

今の分かっている段階でいいので、教えていただけたらと思います。  

学務課長  １月現 在の 見込 み数 と い うこ とに なっ て し まい ます ので 、 ま

だこ こ か ら指 定 校 変更 で す とか 転 出 です と か 、 あ と 受 験な ど で 人数 が

変わ っ て くる 前 提 の数 字 に なっ て し まい ま す けれ ど も 、入 学 の 見込 み

人数としましては、新１年生、小学校が 3 , 8 0 0人弱、それから中学校が

2 , 1 0 0人よりちょっと多いかなという、それぐらいを見込んでおります。

学級 数 と しま し て は、 現 在 の小 学 校 の１ 年 生 、中 学 校 １年 生 と 比較 し

ます と 、 大体 横 ば いぐ ら い にな ろ う かと 思 っ てい ま す けれ ど も 、先 ほ

ど申 し 上 げた と お り、 人 数 で学 級 数 とい う の は結 構 変 動し て し まう も

ので す の で、 こ れ はち ょ っ とま だ 確 定で き な いか な と 考え て い ると こ

ろです。  



 

 7 

伊井委員  よく分 かり まし た。 今 後 いろ いろ ご苦 労 お かけ する と思 い ま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。  

教育長  先ほ ど久 保田 委員 の質 問 も そう だし 、前 田 委 員の 質問 もそ う な

のですけれども、杉並区は 3 0人程度学級という施策をずっとやってき

ていて、もう 1 0年以上前なのですけど、東京都の基準は１年生から６

年生まで 4 0人だったのですが、杉並区は独自に 3 5人で学級編制をずっ

としてきました。  

  というのは、 1 0年以上前は学級編制、つまり学級数というのは東京

都に届け出て認可されないとその学級に先生が張られなかったのですね。

いわゆる認可制だった。当時杉並は恒常的に少人数をやるということで、

そこに区費教員を当ててきた経緯があります。しかし、学級数というの

が認可制から届出制に変わって、東京都に届け出ればいいよと。ただ、

東京都の学級数を超えた場合は自分たちで教員を補充しなさいという制

度 に変 わ っ てき た の です ね 。 それ で 、 堂々 と 我 々は 区 費 教員 を 充 てて

3 5人でやってきました。ですから、 4 0人でやるよりも学級数は当時か

ら多いです。  

 教員の数を１クラス 3 5人編成として都がくれますよという制度がど

んどん拡充し、来年度は５年生までそれが拡充します。ですから、区費

教員は６年生のみとなります。  

  そういうふうになってきた関係なので、結局学級数はずっと変わらな

いのです。 3 5人でやっているので。ですから教室が今、足りなくなっ

ているのは、この制度がなったから足りないわけではなくて、児童数の

増加で足りなくなっているだけです。  

  杉並は全国に先んじでこのような、いわゆる少人数の学級編制を行っ

てきたので、こうやって学級編制方針というのは報告していますけれど

も、来年は１から５年生までは東京都の教員が補充され、６年生は区費

教員によって補充されるということです。  

  中学１年生に関しては、まさに先ほど学務課長が言ったように、中１

ギャップということで、東京都が独自に加配教員を１人、 3 5人を超え

る場合はくれますので、学級数を増やすことができる。  

  ただ、問題点は、そのままの人数で行くと、もしかしたら２年生にな

ると１学級減ることになるのが課題であって、小学校６年生まで 3 5人
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だったらば、それに引き続いて同じ定数で、中学校３年間できるように

というのが今、国に対する要望事項になっている。そんな経緯です。  

庶務課長  ほかに よろ しい でし ょ う か。 それ では 、 な いよ うで ござ い ま

す。教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  では 、採 決を 行い ます 。 議 案第 ８号 につ き ま して は、 原案 の と

おり可決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それ では 異議 ござ いま せ ん ので 、議 案第 ８ 号 につ きま して は 、

原案のとおり可決といたします。  

庶務課長  それで は日 程第 ３、 議 案 第９ 号「 教育 財 産 の用 途廃 止に つ い

て」上程いたします。学校整備課長からご説明を申し上げます。  

学校整備課長  それで は議 案第 ９号 「教 育財 産の 用途 廃止 につ いて 」に

つきましてご説明を申し上げます。  

  杉並第二小学校につきましては、杉並区実行計画に基づき、平成 3 1

年度から改築事業を進めております。令和 5年 1 2月末に新校舎が竣工し、

令和６年２月 1 3日から新校舎での運用を始める予定となっております。  

  新校舎が竣工したことによりまして、既存校舎や屋内運動場、倉庫を

解体する必要があるため、教育財産の用途廃止を行うものでございます。  

  議案を１枚おめくりください。用途廃止をする財産の内容につきまし

ては、１に記載しているとおりでございます。  

  もう１枚おめくりいただいて、案内図をご覧ください。建物を解体す

る部分としましては、敷地北側の管理・教室棟、敷地西側の屋内運動場

や倉庫となってございます。  

  用途廃止の時期は令和６年３月４日でございます。  

 以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。ご

審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  

庶務課長  それで は、 ただ いま の 説 明に つき まし て 、 何か ご意 見、 ご 質

問ありましたらお願いいたします。  

教育長  杉二 小は 、体 育館 の横 く ら いか ら確 か遺 跡 が 出た と思 うの で す

けれ ど も 、今 後 体 育館 を 壊 して い く と、 ま た 遺跡 が 出 る可 能 性 があ る

では な い です か 。 そん な 時 に、 例 え ば工 事 が 遅れ て し まう と か 、そ う

いうことは起こり得るのでしょうか。  

学校整備課長  ご指摘 のと おり 、屋 内運 動場 の近 辺で 文化 財 が 出る 可能
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性は ご ざ いま し て 、も し 出 た場 合 に はそ の 分 作業 が 発 生し ま す ので 、

発掘作業についての分は遅れてくることになります。  

生涯学習推進課長  体育館 の部 分の 上に 建て るも のが なけ れば 、 一 旦上

の部 分 を 解体 し た 後に 、 い わゆ る 解 体し た 後 の地 盤 を 調べ て 、 基礎 で

壊さ れ て いな け れ ば 、 多 分 前回 出 た 状況 か ら 考え る と 、遺 構 が 発見 さ

れる 可能 性 は高 い です 。で す から 、 上の 体育 館 の上 屋 が取 れた 時 点で 、

下の 地 面 を調 査 す ると い う こと に な りま す の で、 特 に 上屋 が 建 たな け

れば問題ないと思います。  

学校整備課長  自分の 発言 を訂 正さ せて いた だき ます 。上 屋を 建て ない

形で の 状 況で あ れ ば、 工 事 自体 は 遅 れな い と いう こ と で 対 応 し てま い

ります。  

庶務課長  ほかに はい かが でし ょ う か。 よろ しい で し ょう か。 それ で は

ないようでございますので、教育長、議案の採決をお願いします。  

教育長  採決 を行 いま す。 議案 第 ９ 号に つき まし て は 、原 案の とお り 可

決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それ では 異議 ござ いま せ ん ので 、議 案第 ９ 号 につ きま して は 、

原案のとおり可決といたします。  

庶務課長  それでは日程第４、議案第 1 0号「杉並区指定文化財の指定に

つい て 」 を上 程 い たし ま す 。生 涯 学 習推 進 課 長か ら ご 説明 を 申 し上 げ

ます。  

生涯学習推進課長  私からは議案第 1 0号「杉並区指定文化財の指定につ

いて」ご説明をいたします。  

  本件は文化財保護審議会の答申を得た有形文化財を杉並区文化財保護

条例の規定により指定するものでございます。  

  議案第 1 0号「杉並区指定文化財の指定について」の２枚目をご覧く

ださい。今回は平成 2 1年度に渡邉錠太郎及び同邸関係資料並びに柳井

平八関係資料として、杉並区有形文化財に指定された資料群に、その後

親族より新たに関係資料が寄贈されたことに伴いまして、資料群の性質

に変化が生じたことから、寄贈者に着目をいたしまして、前述の指定資

料をそれぞれ分離、独立させ、指定以降に寄贈された資料を含めまして、

追加指定し、渡邉錠太郎関係資料、柳井平八関係資料として、杉並区有

形文化財に指定するものでございます。３枚目以降が参考資料となって
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ございます。  

１ 点 目 の渡 邉 錠 太 郎 関 係 資料 は 二 ・ 二 六 事 件の 舞 台 の １ つ で ある 教

育総 監 渡 邉錠 太 郎 の私 邸 が 杉並 に あ った こ と を示 す 資 料も 含 ま れて お

りま し て 、昭 和 の 重大 事 件 と杉 並 区 との 関 係 を証 明 す る資 料 と して 貴

重な 資 料 であ る た め、 杉 並 区有 形 文 化財 歴 史 資料 と し て指 定 す るも の

でございます。  

２ 点 目 の柳 井 平 八 関 係 資 料は 、 杉 並 区 内 に 居住 し て い た 柳 井 の生 涯

やそ の 周 辺、 陸 軍 省技 師 と して の 活 動内 容 を 理解 す る 上で 欠 く こと の

でき な い 貴重 な 資 料で あ る ため 、 杉 並区 有 形 文化 財 歴 史資 料 と して 指

定するものでございます。  

詳細につきましては参考資料をご覧いただければと思います。  

以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

庶務課長  それで は、 ただ いま の 説 明に つき まし て 、 何か ご質 問、 ご 意

見ご ざ い まし た ら 、お 願 い いた し ま す。 い か がで し ょ うか 。 よ ろし い

でしょうか。  

  特にご意見はございませんので、議案の採決を教育長、お願いいたし

ます。  

教育長  採決を行います。議案第 1 0号につきましては、原案のとおり可

決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それでは異議ございませんので、議案第 1 0号につきましては 、

原案のとおり可決といたします。  

庶務課長  それでは日程第５、議案第 1 1号「杉並区教育ビジョン 2 0 2 2推

進計 画 改 定（ 案 ） につ い て 」を 上 程 いた し ま す。 私 か らご 説 明 を申 し

上げます。  

 先日、開催いたしました教育委員会でご報告申し上げましたとおり、

杉並区の総合計画、実行計画の改定がございまして、その改定内容を踏

まえまして、６年度を始期とした推進計画案を取りまとめるものでござ

います。  

計画期間につきましては３か年、必要に応じて今後見直しを行うこと

としております。  

同ビジョンに掲げました教育行政の方向性を十分に考慮いたしました

４つの基本方針の 下、新たな計画事 業を含めて 3 8事業 で進めてまいり
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ます。  

では、改定案のポイントのみをご説明申し上げます。５ページをご覧

ください。ビジョン 2 0 2 2につきましては子どもを中心に捉えまして、

教育に関わる大人も子どもも全ての人々が主役となる教育ビジョンであ

り、みんなで育てていくビジョンであることから、理解促進を目指しま

して、各学校で子どもたちの意見交換会などを開催してございます。そ

の内容について簡単にご紹介しているものでございます。  

更に 1 6 ページ を ご覧くださ い。新 規並びに拡 充した 計画事業に つい

てご紹介をしてま いります。 1 6ペー ジのところに基本 方針１ 、拡充新

規事業につきましては部活動の充実、特別支援教育の充実、教育相談体

制の充実につきまして拡充されております。また、部活動指導員、通常

学級支援員、スクールカウンセラー等の学校への配置が拡充されるとと

もに、新規事業といたしまして不登校児童・生徒支援体制の整備が追加

されております。校内別室指導支援事業の実施などの取組を行ってまい

ります。  

3 0ペー ジをご 覧 ください。 基本方 針２につき まして は７つの計 画事

項で構成されております。引き続き着実に取り組んでまいりますが、計

画指標につきまして、現推進計画では郷土博物館の観覧者である指標を

より広い範囲にして、文化財等を活用した事業への参加者数として見直

しを行っております。  

3 8ペー ジ、基 本 方針３につ きまし ては、小中 学校の 老朽改築校 数の

目標数値でございますが、これを修正しております。  

計画事業につきましては、区立学校トイレの環境整備、図書館の整備

事業を拡充いたしました。区立学校トイレの全面改修に加えましては、

和式便器の洋式化に特化をいたしました改修、これを実施いたします。

また、図書館では I Cタグシステムの 利便性の向上、閲 覧席への座席予

約システムの導入など、図書館サービスのさらなる充実を図るという計

画にしてございます。  

4 6ペー ジをご 覧 ください。 基本方 針４に つき まして は計画指標 、新

たに子どもと向き合う時間が確保できている教員の割合というのを追加

してございます。働き方改革を進める上で検証してまいります。ここで

は区立学校における働き方改革の推進事業におきまして、 I C T支援員の

配置拡充、更には学校庶務事務システムの導入などを行います。そのほ
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か学校徴収金の公会計化を新たな計画事業として追加、保護者の利便性

の向上、更には会計の透明性の確保を目指してまいります。  

最後にスケジュールでございますが、記載のとおり２月の区議会文教

委員会にご報告をした後、３月 1 5日から 3 1日間、４月 1 4日までパブリ

ックコメントをしまして、その内容を基に５月に最終決定をするという

内容になってございます。  

説明については以上でございます。議案の朗読は省略させていただき

ます。  

それでは、ただいまの説明内容につきまして、何かご質問等がありま

したら、お願いをいたします。  

久保田委員  基本方針３のところに関わって、学校 I C T機器の整備等に関

して 、 ち ょう ど 今 の時 期 は 、ま だ 大 きな 変 更 はな い の です が 、 やが て

１人 １ 台 端末 の 機 種の 交 換 も含 め て 、新 た な 段階 に 向 かっ て い く、 そ

のち ょ っ と前 の 段 階だ と 思 うの で す が、 そ れ に向 け て やは り 、 いろ い

ろあ ち こ ちか ら 意 見を 募 っ て、 方 向 性を し っ かり 定 め てい く 必 要が あ

るか な と 思う の で すね 。 そ うい っ た 端末 の 機 種 を ど う する の か とい う

問題 だ け では な く 、今 学 校 にお い て 、 校 務 パ ソコ ン と 学習 パ ソ コン が

２台 別 々 にな っ て いる と い う、 非 常 に効 率 の 悪い シ ス テム で や って い

るこ と を どう し て いく の か とか 含 め て、 今 後 のそ の 辺 の見 通 し を持 っ

て進めていただければと思っているところです。要望です。  

庶務課長  先に話 があ りま した タ ブ レッ トで ござ い ま すが 、当 然買 替 え

時期が迫っておりまして、来年度も機種の入替え を行います。 G I G Aス

クー ル 構 想、 国 の 構想 で コ ロナ 禍 の 時期 に 一 斉に 全 国 的に こ れ を進 め

てき た と いう の が ござ い ま して 、 全 国的 に 一 斉に ま た 買い 替 え る時 期

が到 来 し てお り ま す。 一 応 国か ら は 予算 案 と して 、 幾 らま で は 国で 出

しま す よ とい う 金 額が あ る ので す が 、そ の 金 額を 基 に して 買 い 替え て

いく 、 ま たは リ ー スし 直 し てい く こ とに な る と、 正 直 スペ ッ ク は最 低

限の もの に なっ て くる ので 、 確か に 今 、 委員 の ご指 摘 のあ った と おり 、

学校 に よ って は も う少 し ス ペッ ク の いい も の をだ と か 、例 え ば もう ア

ップ ル の 方に し た らど う か とか い ろ いろ な 意 見ご ざ い ます け れ ども 、

一応 国 の 補助 金 を 使う 事 業 とい う 前 提で ご ざ いま す の で、 国 の 示す ス

ペッ ク に 見合 っ た もの の 中 で最 適 な もの を 選 んで い き たい と 考 えて い

るところでございます。  
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 二つ目にあった庶務事務システムの導入に関連もあるのですけれども、

それ以外に校務パソコンと学習パソコンと確かに２台あって不便だとい

うのがありますので、前回業者の多分契約の内容をご説明、報告したこ

とがあったのですが、今後その２台を１台に統一して、利便性を向上し

ながら I C Tの改革も進めていくというのを同時進行で、来年度 、再来年

度と続けてまいりますので、そのような状況で取り組んでまいりたいと

思います。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

伊井委員  前回の 時も お伝 えし た か もし れな いの で す けれ ども 、 不 登 校

の児 童 へ の対 策 と して 様 々 な形 を 計 画さ れ て いま す し 、こ れ ま でも 実

施さ れ て いる と 思 うの で す が、 校 内 にお き ま して い ろ いろ な 場 所を 準

備してということで、学校支援本部の方とか、学校の関係の C Sの方と

か、 そ の よう な 方 々に ご 要 望が あ り 、 様 々 な 形で 対 応 して い る とい う

現状があると思うのです。  

学校によってはその形式が大分違うようなことも伺っているのですけ

れども、その辺りは今後学校間の差であったり、やり方の違いであった

りというのは、どのように精査していったり、方向性などを考えていら

っしゃるかお聞かせいただけると幸いでございます。  

教育相談担当課長  ありが とう ござ いま す。 校内 別室 指導 支援 事業 、来

年度 拡 充 につ き ま して は 、 今年 度 も 多く の 学 校が 校 内 で教 室 以 外の 別

室で 、教 室 にな か なか 入れ な い子 ど もた ちの 対 応を し てい るの で すが 、

やは り 場 所と か 人 の協 力 の 得方 で す とか 、 そ うい っ た こと が 学 校の 状

況に 応 じ て取 り 組 んで も ら って い る 状況 で ご ざい ま す ので 、 来 年度 に

つい て は 、人 に か かる 、 ボ ラン テ ィ ア費 な の です け れ ども 、 そ うい っ

た予 算 は つけ る こ とが で き まし た 。 ただ 、 場 所等 に つ いて は や はり 各

学校 の 状 況が ご ざ いま す の で、 そ こ は学 校 の 状況 に 応 じた 形 に なる と

考えております。  

伊井委員  ありが とう ござ いま す 。 すご くい ろい ろ な 形で 考え てい た だ

いて 、 そ れぞ れ の 学校 の 可 能な 範 囲 とい う こ とで や っ てい た だ いて い

ると 思 う ので す け れど も 、 お子 さ ん 方に よ っ て学 校 の 中の ど こ にい ら

れる か と いう 場 を 準備 す る のは す ご く大 切 な こと で す し、 子 ど もた ち

にと っ て やっ ぱ り 様々 な 形 で学 び の 場を 保 障 する と い うの は 大 変重 要

なこ と だ と思 う の です が 、 今 、 費 用 の面 で の 拡充 と い うか 、 補 って い
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ただ け る とい う お 話が ご ざ い ま し た けど 、 費 用の 面 だ けで は な くて 、

どん な 人 が関 わ る か と い う あた り は 、現 状 い ろい ろ 聞 いて い る 点も あ

りま し て 、学 校 は 大変 注 意 深く そ う いう 方 を 選ん で い らっ し ゃ るな と

思い ます 。 どん な 方が 子ど も たち に 対応 して い くの か とい うあ た りは 、

本当 に 予 算の か か るこ と な ので 今 す ぐに と い うこ と は 大変 難 し いと 思

いま す け れど も 、 専門 性 で あっ た り 、資 格 が ある か ら オー ケ ー とい う

こと で は ない で す が、 そ の 辺り 十 分 な形 で 子 ども た ち のそ れ ぞ れに 対

応で き る よう な 方 を 充 て て いっ て い ただ け る よう な 方 向性 も 考 えて い

ただけたらいいのかなと思います。よろしくお願いいたします。  

教育相談担当課長  ありが とう ござ いま す。 まさ にど うい った 人が どう

いう 支 援 をす る か とい う の は課 題 と して 受 け 止め て お りま す 。 まず ボ

ラン テ ィ アと い う 形で す の で、 学 校 のそ う い った 教 育 相談 の 中 心と な

る教 員 と 連携 し な がら 取 り 組む こ と で、 協 力 いた だ け る方 の 支 援の 在

り方 とい う か仕 方 も、 向上 と いい ま すか 、よ く なる と 考え てお り ます 。

ただ 、 ど うい っ た 方を 充 て るか と い うの は 予 算と の 兼 ね合 い も あり ま

すが、課題として受け止めさせていただきます。  

庶務課長  ほかに はい かが でし ょ う か。 よろ しい で し ょう か。 それ で は

ない よう で ござ い ます ので 、 教育 長 、議 案の 採 決を お 願い いた し ます 。  

教育長  では採決を行います。議案第 1 1号につきましては原案のとおり

可決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それでは異議がございませんので、議案第 1 1号につきましては、

原案のとおり可決といたします。  

 では、続きまして報告事項の聴取を行います。事務局より説明をお願

いいたします。  

庶務課長  それでは、報告事項１番「公益通報の公表について」、私から

ご説明を申し上げます。  

  資料をご覧ください。杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する

条例第９条及び同条例施行規則第８条第１項の規定によりまして、令和

６年１月 2 6日付けで公益通報を公表してございます。  

内容でございますが、１「通報の件名」、１から４までございます。

１番目が、済美教育センター元会計年度任用職員Ａによります業務にお

ける私有パソコンの利用及び私有パソコンの利用に伴う情報資産の持ち
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出しというもの。  

２番目が、済美教育センター会計年度任用職員Ｂによります勤務時間

の不正及び不適切な自動車通勤。  

３番目が、先日、これは既にご報告を申し上げておりますが、馬橋小

学校の児童指導要録の紛失という事案。  

４番目、非常勤教員に係る不適切な人事配置というものでございます。  

なお書きのところは先ほど申したとおりで、既に報告している指導要

録の紛失のものでございます。  

２番「経過 」でご ざいますが 、令和 ５年９月 2 6日 に 区長の附属 機関

でございます公益通報監察員に公益通報がございました。同監察員によ

る調査が行われまして、 1 1月 3 0日付けで調査結果の報告書というのが

提出されております。  

それにつきまして、その後、同報告に基づきます区による調査を実施

いたしまして、現時点で判明している事実などにつきまして、杉並区職

員の倫理の保持及び公益通報に関する条例に基づき公表したものでござ

います。  

３番「公益監察員による調査結果の概要」ということでございますが、

１番目の私有パソコンを用いていたことは事実であると認められている

ところでございます。また利用して情報資産を持ち出していただろうと

いうことが言えるという報告内容になってございます。  

また、２番目、勤務実態と合わない出退勤の修正が行われていたとい

うことも弁護士の方では認められました。更に、自動車通勤を複数行い、

通勤手当についても交通機関を利用した前提で受領したということも認

められたとなってございます。  

３番目、指導要録に関する件ですが、以前より分かっていて、故意に

それを隠蔽していたという事実は認められないが、紛失したことに対す

る適正な対応が取られていなかったということで、弁護士の監察により

ますと任務け怠があったということを認めざるを得ないという報告内容

になってございます。  

４番目は不適切な配置に気付き、速やかに適切な人事配置を行われた

ことを確認しているという内容が、調査結果の中では示されているとこ

ろでございます。  

今の内容につきましては、４番「資料」に書いてございますが、それ
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ぞれ別紙がついておりまして、その事件のもう少し踏み込んだ内容と具

体的な意見、更には区の対応等が全て記載されたものを添付資料として

ついてございますので、ご確認していただければと思います。  

私からの報告については以上でございます。何かご質問がございまし

たら、よろしくお願いを申し上げます。  

教育長  初め に私 から 、こ の件 に つ いて 区民 の方 々 を 含め 、皆 様方 に お

わび を 申 し上 げ ま す。 今 回 この 公 益 通報 と い う制 度 に よっ て 、 教育 委

員会 の 内 部の 様 々 なこ と に つい て ご 指摘 を 受 け、 本 日 ご報 告 を させ て

いた だ い てお り ま す。 教 育 委員 会 と して の 事 務局 、 教 育委 員 会 の教 育

長と し て 、こ の よ うな こ と を起 こ し てし ま っ たこ と 、 皆 様 に お わび を

申し上げます。  

この後、議会等でもご報告をし、今後二度とこういうことのないよう

に努めてまいりたいと思っております。申し訳ございませんでした。  

庶務課長  それで は、 何か ご質 問 、 確認 がご ざい ま し たら お願 いを い た

します。  

對馬委員  今回あ っては なら ない こ とがあ った とい う ことで すけ れど も、

この 公益 通 報と い う制 度、 あ まり 今 まで なじ み がな か った と思 う ので 、

この制度について概要を確認させていただきたいのですが。  

庶務課長  公益通 報制度 の概 要で ご ざいま すけ れど も 、区の 事業 だと か、

事業 内 容 につ き ま して 違 法 であ る 、 また は 不 正だ と い うこ と が あっ た

場合 、 そ れを 公 益 監察 員 と いう 名 の 弁護 士 、 これ に 通 報で き る とい う

制度でございます。  

通報を受けた公益監察員につきましては、通報者の保護を前提に、通

報の内容について、事実であったかどうかということで調査、ヒアリン

グなどを行い、そ の内容を区に報告 するということで 、それが 6 0日以

内にということが定められてございます。  

報告を受けました区長は調査に協力をし、その報告を受けた内容につ

いて、 6 0日以内に またこれを公に公 表していくという ことで制 度を保

持するとともに、再発防止のために必要な措置を行うという制度でござ

います。  

對馬委員  今の説 明で ２つ お伺 い し たの です けれ ど も 、こ れは 通報 す る

のは 内 部 的な 人 、 それ と も 外部 の 人 が 気 付 い ても 可 能 なの か と いう こ

とと 、 そ れか ら 通 報者 に つ いて は 保 護さ れ る とい う こ とで す の で、 ど
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なた が 通 報し た か とい う こ とは 公 表 され な い とい う こ とで よ ろ しい の

でしょうか。  

庶務課長  当然内 部、 外部 そう い っ たこ とを 知り 得 た とい うこ とで 、 通

報と い う のは ど ち らで も 構 わな い 。 また 、 後 半の も の です け れ ども 、

当然 通 報 者の 名 前 だと か そ うい っ た もの に つ いて は 秘 匿す る と いう こ

とで保護する内容になってございます。  

對馬委員  ありがとうございます。それが９月 2 6日付けでこのような通

報が あ っ たと 先 ほ ど伺 っ た と思 い ま すけ れ ど も、 公 益 通報 と い うの が

上が っ て くる ま で 、事 務 局 の方 で 何 か不 正 に 気付 く よ うな こ と はな か

ったのでしょうか。全く気付かなかったのでしょうか。  

庶務課長  今回の 公益 通報 と一 部 重 なる もの もご ざ い ます けれ ども 、 実

は令和４年の 1 1月下旬の時点で、センター内の不正についてどうなの

かと い う こと で 職 員か ら 口 頭で の お 話が あ っ たよ う で ござ い ま す。 そ

の後 、 文 書で 区 長 に訴 え る 前に 、 教 育委 員 会 の自 浄 作 用を 願 う とい う

こと で 、 事務 局 の 管理 職 等 に、 い わ ゆる 告 発 文み た い な形 で 、 こう い

った こ と が今 、 行 われ て い ると い う こと を 訴 えた と 聞 いて は ご ざい ま

す。  

對馬委員  それが令和４年 1 1月頃と伺って、１年近く後に公式な通報に

なったのかなと思うのですけれども、 1年ぐらい前に自浄作用を願って

通報 し て きて く だ さっ た こ とに 対 し て、 全 く 対応 し て いな か っ たの で

しょうか。  

庶務課長  当時は 私い なか った の で すけ れど も、 当 時 の状 況 を いろ い ろ

確認しますと、４年の 1 1月の段階で口頭でそういった訴えがあった。

一部 の 教 育委 員 会 事務 局 の 管理 職 に は共 有 さ れま し た が、 結 果 とし て

はそ れ に 対す る 対 応が 特 に ない と い うこ と で 、令 和 ５ 年１ 月 に なり ま

して 、区 長 の方 に また 匿名 で 告発 文 が届 いた と いう 経 緯が ござ い ます 。

当時 の 次 長だ と か も区 長 か ら呼 ば れ て、 こ の 内容 に つ いて は 調 査、 報

告を す る よう に と いう 指 示 を受 け た よう で は ござ い ま すが 、 そ れ以 外

にも い ろ いろ 当 時 告発 は な いの か と いう 確 認 され た と いう の は ござ い

ます け れ ども 、 そ の 際 、 あ くま で も それ 以 上 のも の は ない と い うこ と

を報告しているということは聞いてございます。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

久保田委員  １件 目の こと につ いて なの です が、 私有 パソ コン で情 報 資
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産を 持 ち 出し た と いう 、 外 で学 力 調 査の 分 析 等を 行 っ たと い う こと な

のですが、そこにおいて個人情報等は含まれているのでしょうか。  

庶務課長  こ れ済 美教 育セ ンタ ー に 確認 をさ せて い た だい たと ころ 、 コ

ピー し て 私有 パ ソ コン に 保 存し た の はＣ Ｄ ロ ムの デ ー タだ と 。 これ は

いわ ゆ る 学力 デ ー タを 作 成 する た め の元 デ ー タと い う こと で 、 個人 の

調査 結 果 は含 ま れ てい ま す けれ ど も 、名 前 等 はな い 情 報に な っ て い ま

す。  

  それ以外の情報もいろいろ入っているのですが、直接個人情報に当た

るようなものはないと聞いてございます。  

久保田委員  その 場合 なの です が、 例え ば学 籍簿 とか ほか の情 報 と 突 き

合わ せた 時 に、 関 連し て分 か って し まう とい う こと は ある のか ど うか 。  

庶務課長  当然、 今ご 指摘 があ っ た とお り、 学力 デ ー タそ のも のは テ ス

ト結 果 の デー タ 、 それ に 当 然番 号 も 載っ て い るの で す が、 例 え ば出 席

簿、 学 籍 簿で 名 前 を当 て て いけ ば 、 この 子 は 何年 何 組 の誰 々 君 だね と

いうことはどうも分かる状況となってございます。  

久保田委員  これ まで もな ので すが 、実 際 情 報が 外に 流れ たり 、あ る い

は悪用されたりとか、そういったことはあったのでしょうか。  

庶務課長  実はこ れを 持ち 出し た 職 員Ａ につ いて は 、 いろ いろ 著作 物 、

本な ん か を執 筆 し てい る 状 況が あ り ます け れ ども 、 そ こに は 多 分 職 務

の中 で 得 た情 報 な んか が 記 載さ れ て いる と い うこ と は あり ま す けれ ど

も、 そ の 手続 が 適 正だ っ た かど う か とい う の は確 認 し てい ま す が、 具

体的 に は 何か 悪 用 され た と いう こ と はな い と いう こ と で今 、 聞 いて お

りま す が 、今 後 も し実 は こ んな デ ー タが 出 て いま す よ とか 、 こ んな も

のが こ う いう と こ ろで パ ソ コン 上 で 見え る 状 態で す よ とい う こ とが あ

れば 、 そ れは 流 出 した の だ ろう と い うの は あ るの で す が、 現 在 のと こ

ろ特に悪用したという情報を得ているものではございません。  

前田委員  ちょっ と今 回の こと に 関 して はす ごく 私 た ちも びっ くり し て

いる と こ ろで は あ るの で す けれ ど も 、Ａ の 方 の情 報 資 産と い う のは 、

今は ど の よう な 状 況に な っ てい る の でし ょ う か。 削 除 でき た と か、 回

収できたとか、そういうところを教えてください。  

庶務課長  センタ ーの 方で 調査 、 確 認し たと ころ に よ りま すと 、 退 職 前

に当 然 区 で使 っ て いる 共 有 の フ ォ ル ダが あ り ます け れ ども 、 そ この も

のを 本 人 は全 部 削 除し て し まっ て い る。 そ れ でど う も 自分 の パ ソコ ン
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で持 っ て いっ た の かな と い うこ と が 予想 さ れ るの で す が、 な か なか そ

の辺 に つ いて は 、 果た し て 持っ て い った 情 報 が今 ど う なっ て い るの か

ということは一部不明な点があるような状況でございます。  

前田委員  まだ今 後ど うな るか 分 か らな い と いう 状 況 です ね 、 流出 も 含

めると。  

庶務課長  そういうことになります。全体の概要は。  

前田委員  あ と、 この Ａと いう 方 と Ｂと いう 方 が 会 計 年度 任用 職員 と い

うこ と で 共通 し て いる と 思 うの で す けれ ど も 、な ぜ こ の２ 人 、 なか な

かあ まり な いケ ー スだ と思 う ので す けれ ども 、 ２人 と もと いう こ とで 、

どう し て こう い う こと が 起 こっ て し まう の か とい う こ とに つ い て、 お

教えいただけますでしょうか。  

庶務課長  これ弁 護士 の公 益 監 察 員 の報 告の 中で も 実 は指 摘さ れて お り

ます 。 こ のＡ と Ｂ はと も に 、か な り 前か ら お 勤め に な って い た ので 、

その 時 か ら主 任 研 究員 み た いな 肩 書 で、 ち ょ っと 一 般 の職 員 と は違 う

よう と い うこ と で 特別 待 遇 をし て い た。 自 ら それ を 求 めて い た とい う

こと が あ るの で す が、 そ れ を周 り の 人た ち も 特別 扱 い をや め る とか 、

正す こ と がで き な い 、 そ ん な組 織 風 土が セ ン ター の 中 に作 ら れ てし ま

った の か なと い う こと が あ って 、 そ うい う 不 正と い い ます か 、 そう い

った こ と を行 う 土 壌が 作 ら れて し ま った と 思 って い る とこ ろ で ござ い

ます。  

前田委員  も う少 しお 伺い した い の です けれ ども 、 特 別扱 い と 、先 ほ ど

特別 な 待 遇と あ り まし た け れど も 、 具体 的 に どん な こ とを さ れ てい た

か教えてください。  

庶務課長  セ ンタ ーの 中で 、調 査 の 中で 明ら かに な っ た具 体的 な例 と し

ては 、 例 えば 何 か 決裁 、 事 案を 決 定 する 時 に 、当 然 職 員が い て 、係 長

がい て 、 統括 指 導 主事 が い て、 所 長 決裁 と す るの で す が、 そ の 中で 例

えば 自 分 も関 与 者 とし て 決 裁の ル ー トに 入 れ ると い う こと で 、 自分 が

オー ケ ー しな け れ ばそ の 案 が 、 例 え ば所 長 ま で行 か な いと い う よう な

例が あ っ たこ と 。 更に は 座 って い る とこ ろ も 特別 研 究 をや っ て いる と

いう こ と で、 あ た かも 管 理 職の よ う な机 と 椅 子が な ぜ か用 意 さ れて 、

それ を 見 れば 新 し く異 動 で 入っ て き た 職 員 は 、あ の 方 は偉 い 、 管理 職

なのかと思ってしまうようなことがありました。  

前田委員  ありが とう ござ いま す 。 あと はち ょっ と 勤 務時 間の 不正 と い
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うの が Ｂ とい う 方 にあ る よ うな の で すけ れ ど も、 実 際 はど ん な 不正 が

あったのか教えてください。  

庶務課長  我々の 方で も調 べる 中 で 、当 然会 計年 度 で ござ いま すの で 、

勤務 時 間 が例 え ば ６時 間 と か決 ま っ てお り ま す。 出 勤 時間 が 当 然定 め

られ て い るの で す が、 定 め られ た 例 えば ９ 時 出勤 と い うの が 、 ９時 に

なっても来なくて９時半とか 1 0時とかに来る。帰りも６時間なら６時

間た っ た 後で 退 勤 とい う こ とに な る ので す が 、そ れ も 何か 出 張 だと 称

して い な くな っ て その ま ま 直帰 み た いな 感 じ 、も し く は一 度 も 顔を 出

さず に い て、 本 当 は毎 日 打 刻を カ ー ドで す る よう に な って い る ので す

が、 全 て 手書 き で 、メ モ で この 日 は 何時 か ら 何時 、 ど こか 出 張 して い

たと 書 い たも の を 担当 の 職 員に 渡 し て、 そ の 人が わ ざ わざ 入 力 を手 作

業で し て いる と い う形 が あ って 、 非 常に 自 由 にと い っ たら 語 弊 がご ざ

いま す け れど も 、 その よ う な実 態 が あっ た と いう こ と が分 か っ てい る

ものでございます。  

前田委員  ありが とう ござ いま す 。 私は 企業 に勤 務 し てい まし て、 い ろ

いろ な 目 があ っ た はず 、 例 えば 決 裁 に関 し て はル ー ト が結 構 、 特に 行

政と い う のは 多 段 階に な っ てい る と 思っ て い まし て 、 どう し て こう い

うこ と が 起こ っ た のか な と 、ど う し てな の だ ろう と い うの が す ごく あ

ります。  

あえて苦言をということでお伝えさせていただくと、確かにこのＡと

いう方、Ｂという方自身にコンプライアンスの意識が欠如されていたと

いうのはすごく理解するのですけれども、どうして管理職の方やいろい

ろ方が見ているはずなのに、これがストップできなかったのかなという

のは、すごく残念です。  

例えば管理職クラスも横で確認し合うも含めて、その方だけが見るの

ではなくて、いろいろな方の目があって、自分たちでこの組織をよくし

て、この仕事をきちんと届けていこうということが、この方だけではな

く、皆さんで確認できるような、本当にそういう組織風土と言ったら一

言になってしまうのですけれども、本当にそこに期待したいですし、是

非これを機に皆さんがいろいろ考えていただいて、よりよいものを届け

ていただけるような、そういう教育委員会になっていただければなと思

っていますので、是非よろしくお願いいたします。  

庶務課長  本当に ご指 摘を 頂い た と おり だと 感じ て お りま す。 セン タ ー
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の方 で こ の２ 人 に つい て は かな り 前 から い た とい う こ とで 、 正 直セ ン

ター の 中 でか な り 古く か ら いる と い うこ と が あっ て 、 新し く 来 た人 よ

りは 物 を 知っ て い る。 逆 に 言え ば 、 その 人 し か担 わ な い仕 事 、 例え ば

学力 の テ スト 結 果 に基 づ い た分 析 と かを し て 、か な り 実力 的 に は分 析

だと か 、 パソ コ ン にも 長 け てい る 方 だっ た よ うで 、 や っぱ り そ うい う

技術 と い いま す か 、技 量 が ある 程 度 ある と い うこ と で 、み ん な が少 し

ずつ 一 目 を置 く よ うに な っ てい っ た のが 悪 循 環で 、 俺 しか 知 ら ない の

だと 。 逆 に言 え ば 、あ な た たち 知 ら ない の で しょ う と いう こ と で長 年

そう い う のが 来 て 、そ う い った 風 土 を 生 ん で しま っ た とい う の があ り

ます の で 、今 後 教 育委 員 会 とし て も そう い っ たこ と を どう や っ たら 改

善で き る のか 、 払 拭で き る のか と い うの を 、 セン タ ー と我 々 教 育委 員

会内部でもいろいろ取り組んでまいりたいと思っております。  

前田委員  ありが とう ござ いま す 。 技術 者が 本当 に 技 術に 特化 する の は

その 方 の お仕 事 で すけ れ ど も 、 管 理 職に も 管 理職 の 特 別な ス キ ルが あ

った り 、 皆様 に い ろい ろ な スキ ル が ある の は 変わ ら な いと い う か、 そ

の人 だ け が重 宝 さ れる べ き 人で は な いと い う のは 、 皆 さん 多 分 分か っ

てい ら っ しゃ る こ とだ と 思 うの で 、 是非 そ れ ぞれ が き ちん と ヘ ルシ ー

に健 康 的 にチ ェ ッ クし 合 え るよ う な 、そ う い う組 織 に なっ て い ただ け

れば と 思 いま す 。 入っ て く る方 も 多 分 「 あ れ ？」 と 思 って し ま うと 、

そこ か ら こん な 感 じで い い のか な と いう 風 土 の乱 れ が でき て き てし ま

うかなと思うので、是非よろしくお願いいたします。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。伊井委員。  

伊井委員  私 ども 本当 に今 回の こ と は残 念だ なと 思 い ます が、 ほか の 方

がす ご く 全力 を 尽 くし て お 仕事 を し てい ら っ しゃ る の をよ く 存 じ上 げ

てい る だ けに 、 こ うい っ た こと が あ って 全 体 がそ う い うふ う に 思わ れ

てし ま う 、捉 え ら れて し ま うこ と が すご く 残 念で 、 本 当に ほ と んど の

方が ち ゃ んと お 仕 事 を し て おら れ て 、全 身 全 霊で 向 き 合っ て お られ る

こと を よ く日 頃 か ら本 当 に あり が た く思 っ て いる と こ ろな の で 、本 当

に今 回 の こと は 残 念だ な と 思う の で すが 、 Ｂ の方 が 例 えば こ う いう こ

とで 不 在 の間 に 、 事務 作 業 をし て い た方 が い らっ し ゃ ると 思 う ので す

けど 、 周 りに も 人 がい た と いう こ と を考 え る と、 事 務 作業 を し てい た

方な ん か は自 ら や って い た とは 思 え ない の で すが 、 そ の辺 は ど んな 感

じだったのでしょうか。  
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庶務課長  明確な 文書 で指 示を す る とか 、そ うい っ た こと はな いの で す

が、 今 言 った よ う に、 か な り前 か ら いら っ し ゃっ た 。 その 中 で も最 初

から 主 任 研究 員 、 途中 で は 教育 長 付 だと い う こと を 称 して 、 名 刺に そ

うい っ た もの を 書 いて 、 そ れが 公 に も何 と な く認 め ら れて し ま って い

る状 況 が あっ た と いう こ と から 、 事 務職 員 に 例え ば こ れや っ て おい て

って 言 わ れて も 、 それ を 断 るだ と か 、 い や 、 これ は 違 う の で は ない か

とい う こ とを 言 え るよ う な 雰囲 気 に はな か っ たと い う のが 大 き なも の

なの か な とい う の は、 ヒ ア リン グ と か調 査 の 中で 得 た もの で ご ざい ま

す。  

伊井委員  周りの 方も いろ いろ な 意 味で ちょ っと お つ らい 部分 もあ っ た

のか な と いう こ と は察 す る とこ ろ で あり ま す し、 こ の よう に 精 査し て

いた だ い た形 に な って お り ます の で 、 今 、 前 田委 員 も おっ し ゃ いま し

たけ れ ど も、 ど の よう に と いう 辺 り が、 す ぐ に具 体 的 なこ と を おっ し

ゃら れ る のは 難 し いか も し れま せ ん が、 見 通 しと し て こん な ふ うに し

てい く の だと い う よう な お 考え と か 、方 向 性 みた い な もの は 現 在の 時

点でございますでしょうか。  

事務局次長  その 前に 伊井 委員 から もご 指摘 いた だい たよ うに 、 ほ か の

職員 が み んな 一 生 懸命 や っ てい る 中 で起 き て しま っ た 残念 な 事 件と い

うこ と で 、今 日 の 皆 様 の 質 問に お 答 えす る 中 でお 気 付 きか と 思 うの で

すが 、 １ 年以 上 前 に 一 旦 口 頭で 話 が あっ て 、 その 後 、 同じ 人 か どう か

分か り ま せん が 、 直接 手 紙 が届 い て 、内 容 も 重な っ て いる 部 分 があ る

とい う こ とで 、 詳 しく は 申 し上 げ ら れな い の です け れ ども 、 ２ 度チ ャ

ンス が あ った の で すね 。 で すけ れ ど も、 そ こ を残 念 な がら 生 か し切 れ

なく て 、 ３回 目 に は、 ３ 回 目と い う か、 人 は 別か ど う かと い う のは 分

かり ませ ん けれ ど も、 ３回 目 に公 益 通報 とい う 形に な って しま っ た と 。  

今日の庶務課長のお答えにもありますとおり、特別扱いをしていたと

いうことが組織の中の風土にあって、不正に気付いている人が、私も実

は 2 0人以上にヒア リングしました 、 個別に。不正に気 付いている人も

たくさんいるのですね。でも言えない雰囲気だったと。上が認めて、管

理職も認めて、それを正そうとしたかったのだけれども、できなかった。

正義感を萎縮させてしまっていたという実態があると思います。  

不正の入力をしていた職員というのは、やっぱりその心労も計り知れ

ないものでした。本当に大変だったと思います。ただ、不正をしてしま
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ったということは事実なので、これはやっぱり職員としてきちんと反省

しなければならない。  

今後はやっぱり教育委員会としても、組織の意識改革が絶対必要だな

というところと、当たり前なのですけれども、コンプライアンスをきち

んと守るということをしていかないといけないし、正しいことは正しく

する。いけないことはきちんといけないと声を上げて言える組織にして

いかないと、今の状況で教育委員会が信用を取り戻すというのはなかな

か難しい。非常に時間がかかると思いますけど、今、ちょうどこうした

事件を受けたからだけではないのですが、教育委員会の組織の見直しの

検討に入っているところですので、来年度いきなりできるというもので

もないですが、信用の回復と健全な運営に向けて、我々一丸となって進

めていきたいと思っています。以上です。  

伊井委員  ありが とう ござ いま す 。 子ど もた ち、 こ れ から の未 来を 担 う

子ど も た ちの 学 び に結 び つ く と こ ろ なの で 、 どう ぞ よ ろし く お 願い い

たします。  

庶務課長  ほかによろしいでしょうか。對馬委員。  

對馬委員  ちなみ にこ のお 二方 、 主 任研 究員 とい う 職 だと いう お話 が さ

っき あ り まし た け れど も 、 主任 研 究 員と い う 方は ほ か にも い ら っし ゃ

るのですか。  

庶務課長  この方たちだけのようです。  

對馬委員  そうな ので すね 。や っ ぱ りそ の時 点 で 特 別 扱い だっ たと い う

こと な の でし ょ う か。 先 ほ ど次 長 か らも お 話 があ り ま した よ う に、 や

はり 先 生 方が 学 校 で何 を 教 える か と いう 時 に 、や っ ぱ り決 ま り を守 り

まし ょ う とか 、 そ うい う こ とが 非 常 に大 事 な ベー シ ッ クな 部 分 だと 思

うの で す 。そ れ は 世の 中 に 出て い っ た 時 に す ごく 大 事 です よ と いう こ

とな の だ と思 う の です け れ ども 、 そ この と こ ろを 先 生 方に も 指 導で き

るよ う な 立場 の 方 々が た く さん い ら っし ゃ る とこ ろ の 中で 、 今 回こ の

よう な 事 件が あ っ たと い う こと は 、 非常 に や っぱ り 信 用を 失 う こと に

つな が っ てい く こ とだ と 思 いま す の で、 そ こ のと こ ろ は本 当 に 一人 ひ

とり が 、 もち ろ ん 恐ら く 関 わっ た 人 以外 は 皆 さん 分 か って ら っ しゃ る

と思 い ま すけ れ ど も、 な あ なあ に な って し ま わな い で 、き ち っ と原 点

に戻 っ て 、決 ま り をち ゃ ん と守 ろ う とい う と ころ で や って い か なけ れ

ばい け な いの だ な と、 私 も 含め て で すけ れ ど も、 改 め てき ち っ とし て
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いっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。  

庶務課長  今のご 指摘 を踏 まえ て 、 セン ター に限 ら ず 教育 委員 会の ほ か

の部 署 も こう い っ たこ と が あっ て は なら な い と考 え て おり ま す ので 、

そんな対応を求めてまいりたいと思います。久保田委員。  

久保田委員  先ほ ど来 、組 織風 土と いう 問題 が指 摘さ れて いる と思 う の

です が 、 その こ と を考 え た 時に 、 例 えば 今 回 の問 題 を 学校 現 場 はど の

よう に 受 け止 め る かと い う のは 、 私 にと っ て はす ご く 心配 な と ころ で

もあ り ま して 、 教 育委 員 会 とし て 、 例え ば 校 長会 と か も含 め て 、ど の

よう に 報 告し 、 ま たこ れ か らの 、 ま さに 組 織 風土 を 変 えて い く 上で ど

んな こ と を示 し て いく の か 、そ の 辺 現時 点 で 分か る 範 囲で 教 え てい た

だければと思います。  

事務局次長  今、 ご指 摘い ただ いた 点は 考え てお りま して 、校 長会 に も

きち っ と ご説 明 を して 、 や はり ど こ がい け な かっ た の かと い う 点も 含

めて 学 校 と共 有 し た上 で 、 校長 会 に も助 言 い ただ い て 意見 交 換 して 、

これから進めていきたいなと考えております。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

では、報告事項 1番につきましては以上とさせていただきます。  

続きまして報告事項の２番、「善福寺川整備工事による施設の損傷に

対する和解について」、特別支援教育課長からご説明を申し上げます。  

特別支援教育課長  そ れで は「 善福 寺川 整備 工事 によ る施 設の 損傷 に対

する和解について」ご報告いたします。  

平成 1 9年度から平成 2 4年度までに、東京都建設局第三建設事務所が

実施した善福寺川整備工事により、隣接する済美養護学校及び済美教育

センターの外床にひび割れ等の損傷が生じました。これについて令和５

年５月に東京都から区への損害賠償額を含めた和解条件の提示があり、

協議を進めてきたところでございます。当該工事による近隣施設への損

害は 2 9件発生して いるが、本件以外 は 既に和解してい ること、また、

東京都からは時効を援用せずに、速やかに賠償する意向が示されたこと

から、以下のとおり、地方自治法の規定に基づいて、区長の専決処分に

より和解をいたしました。  

「主な経過 」でご ざいます。 平成 1 9年３月７ 日、都 三建が善福 寺川

整備工事を実施いたしました。平成 2 4年 1 0月９日までの工事となって

ございます。平成 2 5年９月 1 0日、都三建が工事による損傷を認定いた
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しました。そして令和５年５月 2 5日と 2 9日に、東京都から区に対して

損害賠償額を含めた和解条件の提示がございました。続いて９月 2 7日、

東京都から区に対して時効は援用しないこと、示談書により和解したい

旨の説明がござい ました。それを受 け、令和６年１月 2 4日、東京都と

示談書の締結をした経過でございます。  

２番目の「損傷の概要」でございますが、済美養護学校では記載のと

おり で ござ いま す が、 区 の損 害額 と して 2 0万 2 , 0 0 0円 が認 定 され てお

ります。済美教育センターにつきましては１万 6 , 5 0 0円の認定となって

ございます。  

３ 番 目 の 「 和 解 の 内 容 」 で ご ざ い ま す が 、（ １ ） 金 額 と し て 2 1 万

8 , 5 0 0円、内訳は記載のとおりでございます。（２）和解の条件といた

しまして、本件に関し、今後いかなる事態が生じても相手方はもちろん、

何人に対しても何らの異議・請求など一切行わないこととなってござい

ます。  

４点目の「損傷への対応」でございますが、済美養護学校の体育館に

つきましては今年度中に補修を行う予定となってございます。なお、済

美教育センターの損傷につきましては、現在済美養護学校増改築工事等

により解体が進んでおり、損傷箇所は現存していない状況となってござ

います。  

５番目に「今後の進め方」でございますが、令和６年２月第１回区議

会定例会にこの内容を報告することとなってございます。  

私からの説明は以上です。  

庶務課長  それで は、 今の 報告 に つ きま して 、何 か ご 質問 、ご 意見 あ り

まし たら お 願い い たし ます 。 いか が でし ょう か 。よ ろ しい でし ょ うか 。  

  特にご意見はないようでございますので、報告事項２番につきまして

は以上とさせていただきます。  

続きまして報告事項３番、教育委員会共催・後援名義使用につきまし

て、生涯学習推進課長からご説明を申し上げます。  

生涯学習推進課長  私 から は令 和６ 年１ 月分 の杉 並区 教育 委員 会共 催・

後援名義使用承認について、ご報告をいたします。  

１月分の合 計は全 体で 1 3 件でご ざ います。定 例 ・新 規の内訳は 、定

例が 1 1件、新規が２件でございます。共催・後援の内訳は共催が２件、

後援が 1 1件となってございます。私からは以上です。  
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庶務課長  それで は、 ただ いま の 報 告に つき まし て 、 何か ご意 見、 ご 質

問ございましたら、お願いをいたします。伊井委員。  

伊井委員  ４ペー ジの 新規 の 「 こ ど も夢 の商 店街 実 行 委員 会 」 とい う こ

とで 、 場 所は コ ピ ス吉 祥 寺 です が 、 これ は 杉 並区 と し てこ の 団 体さ ん

を後 援 す ると い う 、こ の 事 業 に 関 し て後 援 す ると い う 感じ の 解 釈で よ

ろしいでしょうか。  

庶務課長  コピス 吉祥 寺と いう の は 商業 施設 のよ う な ので すが 、そ ち ら

で子 ど も たち が お 店 屋 さ ん を体 験 す ると い う 事業 を や るの で 、 近隣 市

区町 村 と いう こ と で杉 並 に も 是 非 後 援を と い うこ と で 申出 が あ った も

のでございます。  

伊井委員  そうす ると 対象 とし て い るの は 、 杉並 区 の お子 さん 方も 参 加

可能という感じで募集されているということですね。  

庶務課長  そういった周辺の子どもたちと聞いてございます。  

伊井委員  分かりました。ありがとうございます。  

庶務課長  ほかに はい かが でし ょ う か。 よろ しい で す か。 ３番 につ い て

は以上でございます。  

続きまして、報告事項４番「区立学校における I C T推進に関する取組

の進捗状況等について」ということで、済美教育センター統括指導主事

からご説明を申し上げます。  

統括指導主事（保土澤）  続いて、 私から は令 和５ 年 度 「区 立学 校に お

ける I C T推進に関する取組の進捗状況等について 」、済美教育センター

が担当する I C Tのソフト面についてご報告いたします。  

まず「教職員向け I C T活用研修の実施」につきましては、年間を通じ

I C T推進リーダー連絡会の実施と各校や教員の実態に応じて取り組む訪

問型要請研修を行ってまいりました。  

I C T推進リーダー連絡会は年間 1 0回定期的に開催し、日常の授業にお

ける効果的な活用方法や課題等を共有し、その内容を各校へ還元してま

いりました。  

訪問型要請 研修は これまで年 間合計 3 5回実 施し、 授 業における 学習

ソフトの効果的な活用や、情報モラルに関する研修等を実施しておりま

す。更に研修動画 を 7 2本配信し、教 職員が自分の学校 で学ぶことがで

きるように各校の実情に応じて活用を図っております。  

今後は I C T推進リーダーによる授業公開の実施時期や、周知方法を更
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に工夫したり、済美教育センター主催の集合型研修を実施したりするこ

とで、 I C Tを効果的に活用した取組をより一層増やすことにつなげてま

いります。  

次に「デジタル教科書実証事業」についてです。こちらは学習者用の

デジタル教科書の効果的な活用を目指し、文部科学省の実証事業や東京

都の授業実践開発事業等を活用してまいりました。  

今後は抽出校を対象としたアンケート調査の結果や、活用状況を分析

し、済美教育センターによる指導、助言に生かすことで、より一層の活

用を図ってまいります。  

続いて「オンライン学習システム『 M E X C B T』の活用」についてです。

文部科学省の新しいシステム M E X C B Tを区立小・中学校で活用し、杉並

区意識・実態調査や全国学力・学習状況調査「話すこと調査」を実施い

たしました。  

課題として調査結果の効果的な活用があります。調査結果を児童・生

徒 理 解に 活 用 し 、 日 常 の 授 業 改 善 に 生 か そう と す る 好 事 例 を今 後 の 指

導・助言に生かしてまいります。  

最後に「仮想空間を活用した不登校児童生徒への支援に関する研究」

についてです。東京都のバーチャルラーニングプラットフォームを活用

し、関わりや学びの場の提供を試行してまいりました。バーチャルラー

ニングプラットフォームを利用した生徒は、その後さざんかステップア

ップ教室への通室につながるなど、成果の一端は見られましたが、利用

者が増加した場合の対応等の課題もあります。今後は体験した生徒を対

象にアンケートを実施するとともに、他自治体等と連携し、検証を進め

てまいります。私からは以上です。  

庶務課長  それで は、 ただ いま の 報 告に つき まし て 、 何か ご意 見、 ご 質

問がございましたらお願いをいたします。久保田委員。  

久保田委員  ２点 質問 です 。１ 点目 は 、 学習 者用 のデ ジタ ル教 科書 の 効

果的 な 活 用方 法 と いう こ と で、 学 校 によ っ て は活 用 が 進ん で な い状 況

が見 ら れ ると い う こと が 課 題で 指 摘 され て い ます が 、 これ 実 際 には ど

のように考えてらっしゃるかということが１点。  

それから２点目は M E X C B Tに関してなのですが、子どもたちの意識・

実態調査を実施したとあるのですが、実際に６月に行ったものが現段階

でどの程度まとまって整理されているのか、あるいはこの後、出てくる
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のか。 1 1月も行っ たということなの で、それも含めて 現況というか 、

見通しも含めて教えていただければと思います。  

統括指導主事（保土澤）  まず学習 者用の デジ タル 教 科書に つき まし て

は、 各 学 校で 活 用 して い る 、ど れ ぐ らい ロ グ イン を し て活 用 し てい る

かと い う もの の 分 析を し て いる 段 階 です 。 実 際に 効 果 的な 活 用 を図 っ

てい る 学 校に つ き まし て は 、こ の 学 習者 用 デ ジタ ル 教 科書 を 使 って 、

子ど も た ち一 人 ひ とり の 個 別最 適 な 学び を 目 指し た 活 用等 を 図 って い

る事 例 は ござ い ま す 。 た だ 、英 語 の 学習 者 用 デジ タ ル 教科 書 に つい て

は、 特 に 小学 校 で 活動 的 な 学び に な った 時 に 、ど の よ うに 活 用 して い

くかというところが大きな課題として残っているところです。  

この点を各学校の実践を基に、より効果的な活用を周知してまいりた

いと考えております。  

続いて M E X C B Tにつきましては、今年度年間で３回調査を実施するう

ち、２回の調査は実施したところでございます。まず１回目の調査の結

果の中で、子どもたちが学校生活の充実感というところを、最高 5 . 0の

ところが区全体で 4 . 0と高い数値を残しております。これが２回目の調

査の際には 4 . 2と更に向上しているところがあるので、この点について

は、各学校での様々な取組を生徒たちが自分たちの学びとして高く評価

していると分析をしているところです。３回目の調査を３学期に実施い

たしますので、年間の変容を引き続き分析してまいりたいと思います。

以上です。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。對馬委員。  

對馬委員  直接すぐではないかもしれないのですけれども、小学校の P T A

の方 と お 話し し た 時な ん か にも 、 小 学校 １ 、 ２年 生 に タブ レ ッ ト端 末

は必 要か み たい な 意見 が保 護 者か ら よく 出ま す とい う 声も 聞き ま して 、

壊し ち ゃ いけ な い とか 、 充 電が で き てな い か ら使 え な いと か 、 そん な

こと ば か りや っ て いる の な ら、 そ れ より ち ゃ んと 字 書 いて よ 、 字を 覚

えて よ っ てい う 声 もあ る と いう お 話 も聞 き ま した 。 そ れは 杉 並 区だ け

で考 え る こと で は ない の か もし れ な くて 、 国 の考 え 方 とか い ろ いろ な

こと が あ ると は 思 いま す け れど も 、 紙で や る こと 、 そ れか ら デ ジタ ル

なも の を 使っ て や るこ と 、 そこ を ど う両 輪 で 、ま だ ま だし ば ら く両 輪

だと 思 う ので す 。 完全 に デ ジタ ル に はな ら な いと 思 う ので 、 両 輪で や

って い く のか と い うこ と を どう 考 え てら っ し ゃる の か とい う こ とが 一
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つ。  

  それから、もう１つが先ほど情報モラルに関しても研修動画をやって

らっしゃると伺ったのですけれども、この間、子どもたちの名寄の発表

を見ていて、とても発表自体はよかったと思うのですが、掲示物を見て

いて、参加した 2 5人の子のうち、出典がちゃんと書かれた子が１人、

1 . 5人ぐらいかなというところでした。写真の下にはいろいろ書いてあ

るのだけれども、写真だけじゃなくて、例えばこの動物がどういう動物

だったかというのは、自分だけでぱっと見て分かったわけが絶対なくて、

何かを調べるとこうこうこうでしたと。発表はしているし、書いてある

のだけれども、どこで調べたが何も書いてない。  

  やっぱり情報モラルはすごくそういうところ、 I C Tだけじゃなくて、

私は前から言っているのですけれども、先生たちがまだまだそこの意識

が足りないなと私は感じていて、いわゆる調べ学習というのを始めた時

から、出典はこれ、なぜこれを書かなければいけないのかなという、著

作した人への敬意というか、そういうところも含めて、もし自分のもの

を黙って使われてしまったらどう思うというところを、そこを先生にま

ずちゃんと分かっていただいて、子どもたちに分かるように、何か調べ

たものとかはこれによるとこうですよというのが、そうやって伝えてい

くということを是非やっていっていただきたいなと思います。お願いで

す、これは。  

統括指導主事（保土澤）  ありがと うござ いま す。 ま さにご 指摘 のあ っ

たとおり、 I C Tと紙との両輪、どちらも効果的に生かして、学校での学

びは 考 え てい く べ きと 思 っ てい ま す 。と な る と、 小 学 校１ 、 ２ 年生 に

とってもやはり生活で I C Tに触れている、そういう世代の子どもたちな

ので 、 学 校で も 効 果的 に 使 える よ う に工 夫 を して ま い りた い な と思 い

ます。  

それから、情報モラルの点もありがとうございます。実際に今年度訪

問要請型研修の中で、学校から著作権に関しても研修を行ってほしいと

いうオーダーを受けたことも聞いております。実際に教員の意識のとこ

ろをしっかりと研修等で支えながら、子どもたちがそういった学びを積

み重ねていけるように支援してまいりたいと思います。  

對馬委員  ありが とうご ざい ます 。 学校で 使う 例外 と いうの はあ るの で、

非常 に そ こは よ り やや こ し くな っ て しま う と 思う の で すけ れ ど も、 是
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非やっていただきたい。  

  もう１つお願いすることがありました。 I C T支援員さんがやっぱり非

常にありがたいという声を校長先生方からよく伺いますので、是非これ

も継続して、 I C T支援員さんをうまく活用してと言ったら失礼かもしれ

ませんけれども、やっていっていただけたらありがたいなと思います。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。前田委員。  

前田委員  I C Tの活用について、ありがとうございます。先ほど對馬委員

からもありましたけれども、やっぱり小さい子も今、本当に S N Sとかイ

ンタ ー ネ ット の 付 き合 い は もう 小 学 校、 幼 稚 園ぐ ら い から 始 ま って い

るの で 、 そこ の モ ラル 教 育 と い い ま すか 、 そ こら 辺 は 大事 だ な と思 っ

ています。  

例えば本当に極点な意見を、誰かの意見がすごく正しいと信じ込んで、

それで突き進んでしまっていることも、子どもたちは結構ありますので、

例えば本当に正しいのか、いろいろなものを参考にしながら情報を取っ

ていく技術も大事だなと思いました。  

例えば国語とか算数とかデジタル教科書から得る情報だけではなくて、

インターネットの世界に彼らはもうどんどん出ていっているので、その

中から信ぴょう性の高い情報をどんなふうに取ってくるのかというやり

方も含めて学んでいけるような、そういうものになっていくといいなと

思っております。  

今、本当に A Iとか C h a t G P T とかいろ いろありますけれ ども、情報と

の付き合い方というのは、もう子どもたちの方がどんどん進んでいます

ので、そこに上手に追いつきながら、学校はやることがたくさんあって、

これ以上というのはあるのですけど、大事なところが抜けないようにと

いうのは是非要望としてお伝えしたいと思います。お願いします。  

統括指導主事（保土澤）  ありがと うござ いま す。 ま さに子 ども たち が

日常的に触れているインターネットや S N Sの世界で、この情報が本当に

正し い の だろ う か とい う 視 点を 持 っ たり 、 ま たイ ン タ ーネ ッ ト の世 界

には 正 し くな い 情 報も あ る のだ と い う実 感 を 持っ た り 、そ う い った 学

びを学校でもできるようにしてまいりたいと思います。  

庶務課長  ほかに はいか がで しょ う か。よ ろし いで し ょうか 。そ れで は 、

４番につきましては以上とさせていただきます。  

続きまして報告事項の５番「杉並区教育委員会と明星大学との教育イ



 

 31 

ンターンシップに関わる協定締結について 」、引き続き済美教育センタ

ー統括指導主事からご説明申し上げます。  

統括指導主事（保土澤）  続いて「 杉並区 教育 委員 会 と明星 大学 との 教

育インターンシップに関わる協定締結について」、ご報告いたします。  

本協定は明星大学で教職課程を置く学部に所属する２年生以上の学生

を対象に、毎週木曜日教育インターンシップとして、杉並区立学校へ派

遣し、教員の補助として学生に実践力を養う目的のものです。  

資料の４、５に記載のとおり、明星大学は既に他自治体等々教育イン

ターンシップの実績があり、派遣された学生は授業補助や部活動指導等

に取り組んでおります。  

 今後の流れですけれども、２月中旬を目途に協定書の締結を完了し、

区立学校へ受け入れ希望を取ります。その後受入れ校で面接を実施し、

５月から教育イン ターンシップを開 始する予定です。 1 2月まで毎週木

曜日の受入れを行った後、評価表を学校から大学へ送付するという流れ

になっております。なお、学生の交通費や給食費は学生の自己負担とな

り、けがや事故等の際の対応としても保険加入をしているものでござい

ます。私からは以上です。  

庶務課長  それで は、 ただ いま の 報 告内 容に つき ま し て、 ご意 見、 ご 質

問がありましたらお願いをいたします。  

伊井委員  私の方 で把握 でき てい る かどう か分 から な いので すけ れど も、

イン タ ー ンシ ッ プ とい う 形 では 明 星 大学 が 初 めて で し ょう か 。 早稲 田

大学 と 協 働し て や って い た こと が あ ると 思 う ので す が 、そ の 辺 りを 教

えて い た だき た い こと と 、 これ ま で 東京 都 で 八王 子 や 何か で や って ら

っし ゃ い ます が 、 その 辺 も 情報 と し て、 先 生 が １ 人 つ いた り と か、 日

常の 形 と して 教 育 実習 が あ るじ ゃ な いで す か 。あ の よ うな 形 な のか 、

また ち ょ っと そ こ とは 違 う よう な 形 なの か 、 今い る 杉 並の 先 生 がど う

いう 関 わ り方 を し てい く の かな と い う 辺 り を 教え て い ただ け た らと 思

います。  

統括指導主事（保土澤）  まず１点 目の早 稲田 大学 と のイン ター ンシ ッ

プ、 こ れ は協 定 を 過去 に 結 んで お り ます 。 実 際に こ ち らの イ ン ター ン

シッ プ に つい て は 、学 校 や 教育 委 員 会が こ う いう 場 面 で学 生 を 派遣 し

てほ し い とい う オ ーダ ー に 基づ い て 、例 え ば ウィ ロ ビ ーの 学 習 会に 学

生も 来 て サポ ー ト して ほ し いと か 、 そう い っ た形 で 活 用を 図 っ てま い
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りました。  

今回の明星大学の方に関しては、毎週木曜日学校に直接学生が１日い

るという形ですので、これまでの形とは少し異なるイメージです。例え

ばこの教員が担当するというよりは、様々な学校の中で教員の授業であ

ったり、部活動であったり、行事であったり、そういったところを経験

できるようにという狙いもありますので、実際にはある学校に行ったら

いろいろな教員と関わってというイメージになろうかと思います。  

済美教育センター所長  少し付 け加 えさせ てい ただ き ますと 、早 稲田 大

学の 教 育 総合 科 学 学術 院 と の協 定 に つき ま し ては 、 イ ンタ ー ン シッ プ

とい う よ りは 教 育 研究 活 動 に関 す る 総合 支 援 、協 力 を 行う と い う内 容

で協 定 を 結ん で お りま す の で、 い ろ いろ な 形 で学 生 さ んに も ご 協力 い

ただいているところです。  

伊井委員  ありが とう ござ いま す 。 子ど もた ちも 学 生 の方 と関 わる と い

うの は 年 齢も 近 い です し 、 様々 な 学 生さ ん 側 から し て も実 際 の 現場 で

経験 を さ れる と い う、 経 験 を積 ん で いか れ る とい う の は大 変 前 向き な

視点 で い いの か な と思 い ま す。 先 生 にな っ て いた だ け る方 が １ 人で も

増え て 、 いい 教 育 活動 に つ なが っ て いく と い いな と 思 いま す 。 よろ し

くお願いいたします。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。久保田委員。  

久保田委員  教育 イン ター ンシ ップ 制度 、こ の協 定締 結と いう のが 首 都

圏６ ７ ぐ らい 教 職 課程 を 持 って い る 大学 が あ るの で す が、 実 は なか な

か広 が っ てき て な かっ た の です ね 。 現時 点 で もこ こ に 報告 さ れ てい る

地区 のみ で 、ま だ 意外 と広 が らな い とい う難 し さが あ りま して 、 でも 、

少し ず つ 広が っ て きて い る のだ な と 、今 回 う れし く 思 って い る とこ ろ

です。  

やっぱり大学自体からすると、インターンシップ制度の難しさという

のがいろいろあって、なかなか広がらないというのはあるのですが、で

も学校現場からすると学習ボランティアとか、いろいろな形で教職を目

指す学生が現場に入ってくることは大歓迎で、あちこちで探していると

ころも多いと思うのですね。  

先日の杉小Ｐ協の懇談会の中でも、不登校対応の中で、区のある小学

校で校内の特別指導室、そこに実際に大学生が入ってくることで、子ど

もにとって年齢の近い学生が入ってきて、いろいろなことを一緒にやっ
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ていく中で、非常にいい結果が出ているという報告もありました。  

やはりこれから実際に各学校で、いろいろ各学級の補助とか、あるい

は不登校対応とか、いろいろなことで学生が入ってくる機会が作られた

というのは、とてもいいことだなと思っておりますので、是非今回の明

星大学とのインターンシップ、これから楽しみにしているところです。

どうぞよろしくお願いします。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。對馬委員。  

對馬委員  私もこ れは とて もい い こ とだ なと 思い ま す 。ボ ラン ティ ア で

受け 入 れ てく れ る 学校 も 今 まで は た くさ ん あ った と 思 うの で す けれ ど

も、 こ れ は杉 並 区 の学 校 の 方か ら す ると 、 来 てく だ さ いと 手 を 挙げ た

学校に行くというイメージなのでしょうか。  

統括指導主事（保土澤）  ご指摘の とおり 、人 数は 大 学 の方 から 何名 と

いう 提 示 があ っ て 、各 学 校 の希 望 を 取っ て 受 入 れ 校 が 決ま っ て いく と

いう流れでございます。  

對馬委員  １人の 方が 行っ たら 、 Ａ さん がＢ 校に 行 っ たら ずっ と１ 年 間

そこ で や って い た だく と い うこ と で すね 。 そ うす る と 多分 子 ど もた ち

や先 生 と も顔 が つ なが っ て 、信 頼 さ れて い っ て、 先 生 方の ご 活 躍を 見

て、 や っ ぱり 先 生 はい い 仕 事だ な と 思っ て も らえ る と 、お 互 い にい い

なとは思います。  

学生はいい意味で中途半端な立場というか、完全に大人になりきれて

いない部分というか、子どもたちの気持ちに大人よりもずっと寄り添え

るとか、自分事として考えられる子もたくさんいるので、そういう意味

では子どもたちも本当に年齢が近いお兄さんやお姉さんにいろいろな話

をしたら、そういうこともあるよねと共感してもらったりとかすると、

非常にいい循環が生まれたらいいなと思って期待しています。よろしく

お願いします。  

庶務課長  ほかに はい かが でし ょ う か。 よろ しい で す か。 では 報告 事 項

５番につきましては以上とさせていただきます。  

続きまして報告事項６番「杉並区子ども読書活動推進計画（案）」に

つきまして、中央図書館長からご説明を申し上げます。  

中央図書館長  中央図書館長です。令和５年 1 1月８日の教育委員会にお

いて 報 告 させ て い ただ き ま した 、 子 ども 読 書 活動 推 進 計画 の 改 定案 に

つき ま し て、 計 画 を取 り 巻 く状 況 、 それ か ら 図書 館 協 議会 や 子 ども 読
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書活 動 推 進懇 談 会 の 意 見 等 を踏 ま え まし て 、 計画 の 案 を取 り ま とめ ま

したので、本日ご報告をさせていただきます。  

「計画改定の趣旨」ですが、これまでも重点的な取組としている乳幼

児への支援や、学校図書館の充実については、引き続いて取り組んでま

いります。加えて特別な配慮を必要とする子どもへの読書支援や子育て

関連施設などとの協力、連携の強化等の取組も進めます。  

また、今回改定する計画は総合計画の中の改定内容を踏まえ、子ども

たちが様々なことに好奇心を持ち、探究心を深めて学ぶために必要とな

る継続的な読書習慣、これを養うことを目指すものとしてまいります。  

次に「計画の性格」でございますけれども、資料に記載のとおり、こ

れまでの計画と同 様、ゼロ歳からお おむね 1 8歳までの 子どもを対象に

し、読書活動を活発に進めるための施策の方向性や取組を示すものでご

ざいます。  

「計画の目標と期間」についてですが、今回の計画においては、目標

やそれを達成するための指標を整理して記載してございます。目標（１）

に記載の子どもの読書環境を整備するとともに、読書活動を活発にする

取組を進め、発達段階に応じた読書習慣を育み、読書好きな子どもを増

やしていくこととします。  

それに向けて二つの指標を設定しました。一つが、小中学生の未読者

の割合で、これは国の調査を活用し、令和８年度の未読者率を令和５年

度実績の３割減、具体的には小学校６年生においては 1 7 . 1％から 1 2％

に、中学校３年では 3 1 . 4％から 2 2％引き下げた値を設定いたします。  

指標の二つ目は、読書が好きな小中学生の割合で、令和８年度の割合

の 目 標 値 を 令 和 ５ 年 度 実 績 値 の ２ 割 増 。 こ れ も 小 学 校 ６ 年 生 で は

7 4 . 4％から 8 9 . 3％に、そして中学校３年生では 6 3 . 6％から 7 6 . 3％に

引き上げた値を設定しております。  

これらの指標以外にも取組の進捗状況を把握するため、図書館の利用

状況などの実績数値を定期的に確認いたしまして、その後の取組につな

げてまいります。  

次のページになりますけれども、計画期間につきましては、教育ビジ

ョン 2 0 2 0推進計画と同様に、令和６年度から８年度までの３年間とい

たします。  

次に計画改定案の概要です。今回は現行の計画を継承して５つの分野
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と４つの重点的取組を設定しております。重点的取組は資料に記載のと

おりです。  

本計画では 五つの 分野の下で 、 2 9 の事業項目 を定め ております 。ち

なみに現行計画の 事業項目は 2 8項目 でした。今回追加 した項目は 、こ

の表に記載の五つの分野のうち、五つ目の「読書活動を推進するための

体制と関係機関の協力・連携」のうち、二つ目にあります事業「社会教

育施設や子どもに関わる施設間での協力・連携」です。  

これは、これまでも図書館と子どもに関わる施設などとの連携を図っ

ておりましたけれども、読書活動の推進には、やはり図書館を中心に子

育ての関連施設などとの一層の強化が欠かせないことから、改めて一つ

の事業項目として設定したものでございます。  

それでは、本編の方をご覧ください。よろしいでしょうか。２ページ

目から７ページ目には、現行の計画における令和４年度、５年度の取組

の成果を記載しております。  

そして、次 の８ペ ージから 1 0ペ ー ジにかけて 、これ は今回の計 画 に

おける五つの分野 と 2 9の事業項目、 そして重点的取組 について記載し

ております。  

1 0ページの中段から 1 1ページ、これには 、先ほど申し上げた計画案

の目標、指標と期間を記載しております。  

そして、 1 2ペ ー ジ以降が今 回改定 する計画に おける 取組の内容 につ

いて説明させていただいているものです。  

現行の計画を基に、学校におけるデジタル化の進展などの状況の変化

を 踏 まえ ま し て 、 加 筆 、修 正 を し て お り ます 。 例 と い た し まし て は 、

1 6ページをご覧ください。「情報活用能力の育成」の３行目にある、学

校図書館を活用した学習の部分。 1 8ページの下の方ですが、「区立特別

支援学校の学校図書館の運営支援」。 2 5ページになります。「中学校等

への出張講座の実施」。そして、 2 7ページの「社会教育関係施設や子ど

もに関わる施設間での協力・連携」などが新しく加えた部分でございま

す。  

なお、今回 はおつ けしており ません けれども、 2 8 ペ ージ以降に はこ

れまでの計画と同様に、参考資料として各種の数値等を示させていただ

く予定でございます。  

最後に「今後のスケジュール 」でございますが、教育ビジョン 2 0 2 2
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推進計画と同様、 今月の文教委員会 に報告させていた だき、３月 1 5日

から 3 0日間の区民 等意見提出手続を 経まして、必要な 修正を加えて決

定し、改めて教育委員会と文教委員会に報告させていただいた後、公表

していくという予定をしているところでございます。私からの説明は以

上です。  

庶務課長  それで は、 ただ いま の 説 明に つき まし て 、 何か ご意 見、 ご 質

問ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。對馬委員。  

對馬委員  ありが とう ござ いま す 。 とて も頑 張ろ う と いう 姿勢 が非 常 に

よく 伝 わ って く る 計画 だ な と思 い ま す。 指 導 要領 が 変 わっ て 、 新し い

教科 書 が ２回 目 に なる 時 に 、指 導 要 領が 変 わ らな い の に読 書 活 動に つ

いて 随 分 変わ っ た なと 、 国 語の 教 科 書 で 私 は そう い う 印象 を 受 けま し

た。  

教材内容はそんなに変わらないのだけれども、高学年になった時に、

急にこんな難しい本を読ませようとしているのだというのが出てきて、

調べ方について、調べ方を教科書で示すというよりも、どうやって調べ

たらいいか考えましょうとか、そういった表記が多くなってきたなと。

要するに自分で主体的に、こういうふうに分類されていますよと教えら

れるのではなくて、なぜなのだろう、これを調べるためにはどうやって

考えていったらそこにたどり着くだろうみたいな書き方が多いなと感じ

まして、読書もそうなのですけれども、やっぱりいろいろな資料を使っ

て調べるということに重点を置いてきている方向にあるのだなというこ

とを感じました。  

一つは、意見ではなくて感想みたいなものなのですけれども、読書は

好 き な 子 ど も の 割 合 を 1 0 ポ イ ン ト ぐ ら い 増 や そ う と い う 、 未 読 率 を

1 0％増やすのは、なかなか難しいだろうなと思っていて、なぜならば、

ここの国の調査の設問というのが、学校の授業時間以外に月曜から金曜

日１日あたりどれぐらいの時間読書をしますかと。中学３年生読書しま

すかね、そんな時にと思うと、毎日ちょこちょこそんなに、ポイント上

げるのは難しいだろうなと実際思います。本当に好きな子じゃないとな

かなかこれは難し い。それよりも休 みの日にまとめて 5 0ページ読むの

とどっちがいいのだろうかみたいなことを考えた時に、未読者の数だけ

はきちっと出せるかなと思っていたのですけれども、こういう設問だと

ちょっと出てくるのは難しいなと。  
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読書が好きな子を全体の９割近くにしましょうというのも、なかなか

難しいのかな。選択肢の一つつとしてそういうものが入るぐらいのとこ

ろがいいのかなという気もしていて、この人口１人あたりの貸出数とい

うのも、多分ものすごく両極端なのですよね、きっと。使われる方はす

ごく使うけれども、行ったこともない人もたくさんいる状況なのだと思

うので。でも、それは仕方がないのかなという気がする部分もあって、

全員が使う場所ではない。必要だと思われる方が使う。でも、中央図書

館なんかすごくきれいになって、やっぱり使っている方は非常に増えた

なという印象はありますし、もうちょっと生活の中に図書館を有効に使

うというのが入っていくといいのかなと思っていて。  

最近司書仲間と話をしていた時に、本が読めない、読む習慣がない人

にどうアプローチするかを読める人だけで集まって考えていても、なか

なかこれは難しいのではないかと。むしろやっぱり読めないとか読みた

くない人のご意見をしっかり吸い上げることが大事なのかなと。それし

かないのかなという話をしたのですけれども、なかなかやっぱり皆さん

恐らく本なんて読んだことありませんじゃなくて、たまにかもしれない

けれども読むとか、かばんに１冊は入っているというタイプの人が多分

みんな作っていると思うので、そこのところも含めて、これはこれで非

常によく頑張って作っているなと思うのですけれども、やっぱり本当に

考えなければいけないのはそこのところなのかなという気がちょっとし

ました。感想です。  

中央図書館長  ありが とう ござ いま す。 やは り私 ども も今 、委 員が おっ

しゃ っ た よう な 形 で、 読 ま ない 人 は どう し て 読ま な い だろ う と いう 、

こう いう 分 析も 必 要に なっ て くる だ ろう し、 あ とは 図 書館 に通 え ない 、

来ら れ な い人 た ち にど う や って ア ウ トリ ー チ して い く か と い う のも 大

きな 課 題 だろ う と 考え て い ます 。 引 き続 き 一 人で も 多 くの 方 々 が読 書

習慣 を 育 んで い け るよ う に 考え て い きた い と 、頑 張 っ てい き た いと 思

います。ありがとうございます。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。前田委員。  

前田委員  本に関 して 、結 構大 人 で も本 が読 めな く て 、オ ーデ ィブ ル で

全部 聞 く 人も い る な と 思 っ てい て 、 本を 読 む こと が 目 標に な っ てし ま

うと 、 そ うい う 人 はど う な のだ み た いな 話 に なっ た 時 に、 自 分 が得 意

なや り 方 でい ろ い ろな 情 報 が手 に 入 ると い い のか な 。 その 中 の １つ が
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本なのかなと捉えています。  

高校生の長女はすごく本が好きで、置いたら結構ぱらぱらっと読み出

す子なのですけれども、次女はあまり読まないとか、そういう家庭の中

でも結構違いがあるなと思いながら見ています。  

やっぱり私の生活からいっても、なかなか図書館に行ってゆっくり本

を選ぶという時間はなくて、なので、中学生がなかなか学校の図書館な

ら行くでしょうけれども、町の図書館は難しいだろうなとか、そういう

のも含めて、もうちょっと家にいても手に入るのも含めて、いろいろな

情報の入手の仕方があるなと思っているので、本は一つの情報入手の手

段だよというところを踏まえて、本を読まなきゃ、読めない人は駄目な

人だみたいな感じにならないように。  

本を読めないとちょっと皆さん控えめに言うのですよね。本を読める

ってちょっと知的じゃないですか。なので、そこにも上手に本を読めな

いとか読まない人にというのは、さっき對馬委員も言っていましたけれ

ども、そういう方たちと会話できるといいのかなと思ったりしました。

すみません、感想です。ありがとうございます。  

中央図書館長  ありが とう ござ いま す。 やは りど うい う形 で 少 しで も多

くの 方 に 読書 し て もら う か とと も に 、情 報 を どん な 形 で と 今 、 大切 な

お話 を 伺 いま し た 。そ の 中 では 例 え ば本 は 読 まな い け れど も 、 図書 館

で開 催 す る講 座 と か講 演 会 とか に 出 てき て も らっ て 、 そこ を き っか け

にい ろ い ろな そ う いう 情 報 関係 に つ なが っ て いく と い うこ と も あっ て

もい い の かな と 思 いま す の で、 そ う いう と こ ろに も 注 視し て い きた い

と思います。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。伊井委員。  

伊井委員  本 当に これ を拝 見し て い ても 、す ごく 長 年 にわ たり 、徐 々 に

増や し な がら 、 様 々な ア プ ロー チ を して い た だけ て い るな と 思 って 、

あり が た く思 い ま す。 年 齢 層も い ろ いろ な 年 齢層 、 そ れか ら 、 ゆう 杉

並と か い ろい ろ な 場所 に も アプ ロ ー チし て い ただ い て いる な と 思い ま

す。  

やっぱり子どもたちにとっては中学生までのことを考えると、学校図

書館がすごく身近な存在で、いつでも行かれる、いつでも相談に乗って

くれる司書さんもいらっしゃる。松渓中学は確か杉並の JＣＯＭでもや

ったと思うのですけれども、ここで表彰もされていますし、こういう事
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例もあるので、その辺りもどうやって学校が子どもたちに、児童・生徒

さんも含めてアプローチしているのか。読書したり、本を手に取るとい

うことにアプローチ、その辺りも様々な情報共有していただけるといい

のかなと思います。  

今、外国の生徒さんとか児童の方が増えているので、その辺りへの働

きかけも徐々にしていっていただけるといいのかなと思います。よろし

くお願いたします。  

中央図書館長  ありが とう ござ いま す。 最後 にあ りま した 日本 に来 て間

もな い 子 、日 本 語 があ ま り 得意 じ ゃ ない 子 と か、 外 国 語を 母 国 語に し

てい る 人 たち 、 そ の本 を ど うい う ふ うに そ ろ えて い く かと い う のも １

つの 課 題 には な っ てい る と 思い ま す ので 、 そ の辺 も 含 めて 今 後 取り 組

んでいきたいと考えているところでございます。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。久保田委員。  

久保田委員  コロ ナ禍 ３年 間で 、や っぱ り図 書館 と学 校の 連携 とい う の

が一 時 途 絶え て い たか な と 思う の で すが 、 こ こで 改 め て復 活 し てき て

いるかなと感じております。  

やはり図書館と学校との連携というのをこれからも密にやっていくこ

とで、本好きの子どもとか、あるいは本はこんなことで役立つというこ

とを身をもって実感していけるような機会を多く作っていけたらいいか

なと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。  

中央図書館長  ありが とう ござ いま す。 やは りコ ロナ 禍で 図書 館 が お休

みに な っ た時 も あ りま す け れど も 、 それ 以 外 は細 々 と です け ど 事業 は

実施 し な がら つ な がり を 持 って き た とこ ろ で すが 、 や はり コ ロ ナ禍 が

少し 下 火 にな っ て きて い る 中で は 、 こう い う 交流 と い うの が だ んだ ん

増え て き てい る し 、学 校 の 図書 館 と 公共 図 書 館だ け じ ゃな く て 、大 学

の図 書 館 とか 、 子 ども の 関 連施 設 と か、 い ろ いろ な と ころ 、 地 域の い

ろい ろ な そう い う 施設 な ん かと 連 携 を図 り な がら 、 交 流 、 取 組 を進 め

てい く の は大 事 だ と思 っ て いま す の で、 今 後 それ を 進 めて い き たい な

と感じているところでございます。ありがとうございます。  

庶務課長  ほかに はい かが でし ょ う か。 よろ しい で し ょう か。 では 、 報

告事項の６番につきましては以上とさせていただきます。  

  報告事項については以上でございます。  

教育長  それ では 、冒 頭に 決定 い た しま した とお り 、 ここ から は非 公 開
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で審 議 を させ て い ただ き ま す。 そ の 前に 庶 務 課長 、 連 絡事 項 は ござ い

ましたらお願いします。  

庶務課長  次回の 教育 委員 会定 例 会 につ きま して は 、 議会 の関 係か ら 時

間を変更させていただきます。２月 2 8日水曜日、午後２時 3 0分からを

予定 し て おり ま す 。ど う ぞ よろ し く お願 い い たし ま す 。以 上 で ござ い

ます。  

教育長  それ では 、改 めま して 議 案 の審 議 を 行い ま す 。庶 務課 長、 お 願

い致します。  

庶務課長  それで は、 日程 第１ 、 議 案７ 号「 杉並 区 幼 稚園 教育 職員 及 び

杉並 区 学 校教 育 職 員の 任 免 等に つ い て 」 を 上 程い た し ます 。 教 育人 事

企画課長からご説明を申し上げます。  

教育人事企画課長  教 育人 事企 画課 長で す。 私か らは 議案 第７ 号 「 杉並

区幼稚園教育職員及び杉並区学校教育職員の任免等について 」、ご説明

申し上げます。  

議案を１枚ページ送っていただきますでしょうか。はじめに杉並区幼

稚園教育職員についてでございます。退職につきましては表のとおり、

普通退職２名、採用につきましては新規採用２名でございます。  

引き続きまして、杉並区学校教育職員についてです。表をご覧くださ

い。退職につきましては普通退職４名、採用につきましては転入１名で

ございます。この転入１名は、３年間の東京学芸大学との人事交流を終

えて復帰するものでございます。  

それぞれ退 職は令 和６年３月 3 1 日 付け、採用 は令和 ６年４月１ 日付

けでございます。  

以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

庶務課長  それで は、 ただ いま の 説 明に つき まし て 、 ご意 見、 ご質 問 ご

ざいましたらお願いいたします。前田委員。  

前田委員  ２番の 杉並 区学 校教 育 職 員、 個人 的な 状 況 とい うか 、理 由 を

聞き た い わけ じ ゃ ない の で すけ れ ど も、 女 性 が４ 人 だ なと 思 っ たり し

てい て、 傾 向的 な こと とか 何 かあ る のか な と い うの が 気に なっ た ので 、

差し支えないところでお願いします。  

教育人事企画課長  男 女別 の統 計を 取っ てい るわ けで はな いの です けれ

ども 、 こ の方 は ど うこ う と いう わ け では な い ので す が 、区 費 教 員の 半

分程 度 が 違う 自 治 体で の 採 用と い う こと が あ りま し て 、男 女 の 区別 、
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そ う い う こ と で は な い の で す け ど 、 そ う い う 方 が 多 か っ た り 、 あ と

様々な理由によって退職される方がおられます。  

前田委員  分かりました。ありがとうございます。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。對馬委員。  

對馬委員  今回、 年度 末で ４名 の 区 費教 員が 退職 さ れ ると いう こと で 、

１名 復 帰 とい う こ と で す け れど も 、 区費 教 員 の方 の 人 数、 こ の 方々 が

いら っ し ゃる か ら でき た 教 育事 業 の 展開 と い うの も の あっ た か と思 う

のですが、その辺りはいかがでしょうか。  

教育人事企画課長  今年度は区費教員が 5 6名でスタートいたしまして、

来年度増減ありまして、 5 3名となります。先ほども少し話題にも上り

ましたけれども、これまで区で進めておりました 3 0人程度学級、これ

に本 当 に 多大 な る 寄与 を し てい た だ いて い る と思 っ て いま す 。 加え て

今後 、 そ れが 東 京 都に 置 き 換わ る こ とに よ っ て、 小 学 校高 学 年 の 専 科

制を 敷 く こと に よ って 、 例 えば 理 科 や体 育 、 英語 等 を 専科 教 員 が担 う

こと に よ って 、 担 任の 負 担 が減 る 。 そん な 新 たな 活 用 の方 に シ フト し

ていきたいなと考えております。  

庶務課長  ほかに はいか がで しょ う か。よ ろし いで し ょうか 。そ れで は、

ない よう で ござ い ます ので 、 教育 長 、議 案の 採 決を お 願い いた し ます 。  

教育長  では 、議 案の 採決 を行 い ま す。 議案 第７ 号 に つき まし ては 原 案

のとおり可決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それで は 異議が ござ いま せ んので 、議 案第 ７ 号につ きま して は 、

原案のとおり可決といたします。  

庶務課長  続きまして、日程第６、議案第 1 2号「令和６年度杉並区一般

会計補正予算（第１号）」を上程いたします。それでは、私からご説明

を申し上げます。  

資料をご覧いただいて、３枚目、債務負担行為の補正の部分をご確認

ください。まず上段の表になってございますが、追加の債務負担行為と

なります。済美養護学校の中学部増築・改修工事につきまして債務負担

行為となります。この工事につきましては既に入札が行われたところで

ございますが、その入札が不調だったということでございました。その

ため不足する予算額につきまして増額をする、債務負担額を変更すると

いう内容でございます。  
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下段の表をご覧ください。債務負担行為の変更でございます。神明中

学校の改築工事に関する債務負担行為の変更となります。令和５年度の

営繕課の工事におきまして、入札不調が散見されてございますが、それ

に伴いまして、今後発注する工事においても工事費が増となることが予

想されるため、工事費の見直しを行います。そのため工事費の増額分を

加えた限度額の補正をするものでございます。内訳として令和９年度の

予算額を増額するものでございます。変更となる額については資料に記

載のとおりでございます。  

以上で補正予算に関する説明については終わります。議案の朗読は省

略させていただきます。  

それでは、今の内容につきまして、何かご質問、ご確認ございました

らお願いをいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

特にご意見ないようでございます。議案の採決を教育長、お願いいた

します。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。議案第 1 2号につきましては、

原案のとおり可決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それでは異議ございませんので、議案第 1 2号につきましては、

原案のとおり可決といたします。  

以上で本日予定されておりました日程は全て終了いたしました。本日

の教育委員会を閉会いたします。  


